
1

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD MEMBER JMA 1

国が進める電子カルテ等の医療DXと
日本医師会の考え

公益社団法人 日本医師会

常任理事 長島 公之

鳥取県医師会医療情報研究会
令和8年6月5日

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 2

本日の内容

• 医療DXの全体像

• 電子カルテの現状、課題、将来

• 令和8年度診療報酬改定における医療DX

• 日本医師会の取り組み
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 3

医療DXの全体像

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 4

DXとは
IT化、ICT化との違いは？

• 「Digital Transformation

（デジタルトランスフォーメーション）の略称

デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・

スタイルを変える（Transformする）ことである

（情報処理推進機構DXスクエアより）

D X
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• 1960年代 医事会計システム稼働開始

• 1970年代 臨床検査システム、オーダリングシステム稼働開始。

• 1980年代 レセプトコンピューター普及開始

• 1990年代 電子カルテが稼働開始、オーダーリングシステム普及

• 2000年代 電子カルテなどの医療情報システムのガイドライン国で整備

• 2010年代 レセプト請求の電算/オンライン化普及

• 2021年10月、オンライン資格確認の本格運用開始

医療情報のIT化（電子カルテ）の歴史
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医
療
機
関
内
部

外
部

医療現場の課題、ニーズ解決にIT化が必要になった
アナログ的方法・人手では解決困難なデータ・情報の処理
大量のデータ、離れた場所や複数関係者との間の共有、
物流の限界（カルテ、フィルム、オーダー用紙・結果など）

標準化
クラウド化
安全性
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★高齢化、疾病構造の変化（急性→慢性疾患、複数疾患）

★医療の高度化・分化、情報量の増大

★災害・新興感染症への対応

→情報連携の必要性（アナログ的方法の限界、広域化）、本人の主体的参加

→ネットワーク化・デジタル化・標準化・PHR活用

★業務負担（医療本体、本体以外）増大

★働き方改革

★社会保障財源の確保

→業務効率化・負担軽減の必要性→デジタル化・生成AI活用

★医師、医療資源の不足・偏在

★人口減少、アクセス困難地域の

→遠隔医療の必要性→ネットワーク化・デジタル化

★新薬・新技術の研究・開発・提供→ビッグデータの活用→デジタル化・標準化

日本の医療の課題 と 医療DX
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 7

厚生労働省 データヘルス改革 2017年～

これまでの我が国の健康・医療・介護施策におけるＩＣＴの利活用は、さま

ざまな縦割り構造を背景に、その前提となるデータが分散し、相互につなが

らない形で取組が進められてきた結果、一体的に機能せず、必ずしも現場や

産官学の力を引き出したり、患者・国民がメリットを実感できる形とはなっ

ていなかった。例えば、個人の健康なときから疾病・介護段階までの保健医

療データが連結されていない結果、個人自らがデータをもとにした有効な健

康管理を行えなかったり、避難所における被災者の緊急医療対応での困難事

例や、医療的ケアの必要な障害児等の救急搬送時の医療情報欠如による搬送

受け入れ困難事例、などに見られるように、保健医療情報のより迅速な共有

が求められてきた。

2017年1月12日 厚生労働省 第1回 データヘルス改革推進本部 資料

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148418.pdf

「データヘルス改革推進本部」を立ち上げて、健康・医療・介護のデータの有機的な連結に向けた

「ICT インフラの抜本改革」や、「ゲノム解析やＡＩ等の最先端技術の医療への導入」の具体化

2017年 厚生労働省「データヘルス改革」
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2020年7月

医療のIT化→医療DX
今般の新型コロナウイルス感染症流行への対応を踏まえ認識された課題として、平

時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療のデジタル化による業務効率

化やデータ共有を通じた医療の「見える化」の推進等により、次の感染症危機にお

いて迅速に対応可能な体制を構築できることとしておくことが急務。

2022年6月閣議決定の「骨太方針2022」

・全国医療情報プラットフォームの創設

・電子カルテ情報の標準化等

・診療報酬改定DX

を柱とする医療のデジタルトランスフォーメーション（DX）

の推進が明記 10
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医療DXの推進に関する工程表（概要）

○ 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇生処置等の関連情報や歯科・看
護等の領域における関連情報について、共有を目指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時に有用な情報等の拡充を進める
とともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧できる仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要
な標準規格への対応等を検討

○ 標準型電子カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を行い、2024年度中に開発に着手。電子カルテ
未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有のために必要な支援策の検討

○ 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す

○ 2024年度に医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ及びそれを活用した電子点数表を改善・提供して共通コストを削
減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した
標準型レセコンや標準型電子カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改革し、医療機関等の

 間接コストを極小化
○ 診療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて

検討

電子カルテ情報の標準化等

診療報酬改定DX

○ 社会保険診療報酬支払基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組
○ 具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等
について速やかに検討し、必要な措置を講ずる

医療DXの実施主体

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６月２日）
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「第1回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム」（R.4.9.22）資料1より

国の進める医療DX
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医療ＤＸを進める中で医療機関間で連携できる医療情報

医療機関 医療情報基盤機構

電子カルテ

オンライン資格確認
システム

レセプト
由来データ

電子処方箋
管理サービス

電子処方箋
由来データ

電子カルテ情報
共有サービス

電子カルテ
由来データ

オンライン資格確認
レセプト請求

● 医療機関間の必要な患者の医療情報の共有に向けて、既に、オンライン資格確認システムを活用し、レセプトベースの薬剤

情報、手術・診療情報は、多くの医療機関で利用可能な状態。

● 今後、電子カルテ情報共有サービスの普及・政府の医療ＤＸサービスの拡大により、順次、医療機関間で、患者の必要な医療

情報の連携していく体制の充実を図っていく。

診療情報

国民

医療ＤＸサービスで情報連携される項目
については、診療情報提供書、退院時
サマリーを除き、個人がマイナポータル
で閲覧することができる。

処方・調剤※1

※１ 調剤情報は薬局から登録

13

医療DXの基盤となるマイナ保険証

電子処方箋
処方・調剤情報をリアルタイムで共有

→ 併用禁忌・重複投薬を回避

電子処方箋管理サービス

確実な本人確認により
なりすましを防止

電子カルテ
・ 医療機関間での文書のオンライン送信、診療

に必要なカルテ情報の共有
・ マイナポータルでの自己情報閲覧（PHR）

電子カルテ情報共有サービス

救急医療における
患者の健康・医療データ

の活用

高額療養費の自己負担
限度額を超える分の

支払を免除

患者本人の健康・医療
データに基づくより良

い医療の実現

マイナ保険証
→将来的には、スマート

フォン１台で受診可能に

レセプト返戻の減少

診察券・公費負担医療の
受給者証とマイナンバー
カードの一体化

乳幼児医療
受給者証

オンライン資格確認等システム
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医療情報の活用の拡大イメージ

● 現在、レセプトに基づく診療情報、特定健診情報については、ある程度の医療機関で電子カルテで閲覧できる状態になって

いる。また、一部の医療機関でレセプトコンピュータ等を介した閲覧が行われている。

● 電子カルテの普及とともに、医療情報の共有を推進するとともに、医療情報を閲覧する端末も「レセコン・資格確認端末」

から「電子カルテ」に徐々にシフト。

● 電子カルテ情報共有サービスと電子処方箋情報については大規模・中規模病院においてはオンプレミス電子カルテの更改の

タイミングで原則導入頂くよう取組を推進。小規模病院・診療所についてはクラウドネイティブ電子カルテ・標準型電子カルテ

導入版により普及を推進。

2025 20302026 2027 2028 20292021 2022 2023 2024

マイナ保険証を用いた情報共有を開始

共有可能な情報を
徐々に拡大

その他 予防接種、感染症発生届等

診療情報の拡充 ３文書６情報（検査値、アレルギー等）

○ 電子カルテ共有
サービスの開始

薬剤情報

特定健診情報

○ マイナ保険証
の開始

他院やこれまでの服薬歴の把握が可能

過去の健診情報に基づいた診療が可能

処方情報

調剤情報

○ 電子処方箋管理
サービスの開始

（直近の処方歴・調剤歴に基づいた診療・調剤が可能に）

診療情報 （受診歴や検査、画像診断の履歴の把握が可能に）

手術情報 （手術歴の把握が可能に）

電子カルテの更新
等のタイミングで、
順次、実装が進ん
でいる。

15

医療ＤＸの目的

16

政府は、医療ＤＸを推進し、国民に質の高い医療を効率的に提供することを目指しています
電子カルテの普及は、医療ＤＸの基盤になります

医療ＤＸの狙い

✓電子カルテの導入やAI活用等による、現場の負担軽減

✓医療ＤＸサービス（電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋など）

による全国的な患者の医療情報の共有体制の整備

✓最新の技術の活用による情報システムのコスト上昇の抑制

国民への質の高い効率的な医療提供の実現

医療産業の経済成長への貢献

目指す姿
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 17

日本の医療機関をネットワークでつなぐ・標準型レセコン

■日本医師会の「全国の医療機関をつなぐ安全なネットワーク」への取組

• 1997年 医師会総合情報ネットワークシステム構想を提案

• 2001年 日医ＩＴ化宣言

〇医療現場のＩＴ化の土台となるネットワークづくり

〇標準化されたオンライン診療レセプトシステムを導入し、互換性のある

医療情報をやりとりできるようにする計画（ＯＲＣＡ）を推進

• 2016年 日医ＩＴ化宣言2016

〇医療機関が安心・安全・安価に地域医療連携に活用できる

〇医療専用ネットワーク構築を目指す

医療DX（IT化） 日本医師会の取組

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 18

日本医師会が目指す医療DX

ITを駆使して、適切な情報連携や業務の効率化などを進めることで

日本の医療課題を解決し、より良い社会へ変容する

・国民・患者の皆様への

「安全・安心でより質の高い医療」の提供

・医療現場の（費用・業務）負担軽減
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 19

日本医師会の医療ＤＸに対する基本姿勢

留意点

スピード感は重要だが、拙速に進めて、国民と医療現場に混乱・支障が生
じてはいけない。

医療は生命・健康に直結するので、医療DXにおいて、国民・医療者を誰一
人取り残してはならない。

国として、医療DXの環境を整備すべきである。

現場のシステム導入や維持、それに伴い必要となるセキュリティ対策にか
かる費用は、本来、国が全額負担すべきである。

医療現場の状況をよく確認しながら、有効性と安全性を確保したうえで、利
便性、効率性の実現を目指すべき

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 20

電子カルテの現状、課題、将来
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• 1960年代 医事会計システム稼働開始

• 1970年代 臨床検査システム、オーダリングシステム稼働開始。

• 1980年代 レセプトコンピューター普及開始

• 1990年代 電子カルテが稼働開始、オーダーリングシステム普及

• 2000年代 電子カルテなどの医療情報システムのガイドライン国で整備

• 2010年代 レセプト請求の電算/オンライン化普及

• 2021年10月、オンライン資格確認の本格運用開始

電子カルテ普及の歴史

21

医
療
機
関
内
部

外
部

医療現場の課題、ニーズ解決にIT化が必要になった
アナログ的方法・人手では解決困難なデータ・情報の処理
大量のデータ、離れた場所や複数関係者との間の共有、
物流の限界（カルテ、フィルム、オーダー用紙・結果など）

標準化
クラウド化
安全性

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 22

小規模病院・診療所における電子カルテ
医療現場の課題、ニーズ解決にIT化が必要になった

アナログ的方法・人手では解決困難なデータ・情報の処理
大量のデータ、離れた場所や複数関係者との間の共有、
物流の限界（カルテ、フィルム、オーダー用紙・結果など）

・ニーズやメリットが小さい

・費用負担、業務負担が大きい

日本医師会が目指す医療DX
医療現場の（費用・業務）負担軽減

普及の
ハードル
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 23

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 24

電子カルテ・オーダリングシステムの普及（病院）
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 25

電子カルテの普及

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成 23年 平成26年 平成 29年 令和 2年 令和 5年

電子カルテシステム

400床以上

200～399床

200床未満

診療所

小規模医療機関
メリット小・負担大
→対応困難・不可能な

施設が残っている

第２６回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ 2025 年 12月10 日

26

25

26



14

紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査

日本医師会実施 調査期間：令和7年4月18日～6月1日

■調査の目的：
紙カルテ利用中の診療所が、今後、電子カルテの導入が可能か否か、不可能な場合はその理由、

可能な場合は、電子カルテの種類と導入時期などを明らかにすること

■調査対象：全国の紙カルテ利用中の診療所

■回答方法：WEBフォームまたはFAX

■有効回答数：5,466件
WEB
62%

FAX
38%

回答方法

無床診療所
91%

有床診療所
9%

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査
27

電子カルテの導入可能性 不可能54.2% 紙カルテ必要77.0%
カルテ本体として

導入可能

23.0％

紙カルテ必要 77.0％

標準型電子カルテ

関連

32.8％

民間製品電子カルテ 13.0%

国開発の標準型電子カルテ

10.0%

紙カルテのまま

＋情報共有機能併用

（国開発の標準型電子カルテ）

22.8%

導入不可能

（紙カルテのまま）

54.2%

導入や更新がしやすい
電子カルテへの期待

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査
28

27

28
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電子カルテ導入不可能 の占める割合

29.4%

41.2%

52.5%

61.4%

64.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

20代～40代

50代

60代

70代

80代以上

●ITに不慣れ

●ITにやや慣れ

48.4%

64.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

WEB

FAX

電子カルテ導入不可能の占める割合

●回答方法

FAXがWEBより不可能が多い

●年齢

年代が高いほど不可能が多い

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査 29

電子カルテ導入不可能 の占める割合

●回答方法と年齢

FAXの方がWEBより

各年代で不可能が多い

FAXでは不可能が

60代で約60%
70代以上で約70%

25.9%

38.8%

48.4%

54.8%

56.8%

43.2%

47.7%

60.8%

69.5%

72.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

20代～40代

50代

60代

70代

80代以上

電子カルテ導入不可能の占める割合 WEB,FAX

WEB FAX
日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査 30

29

30
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電子カルテ導入不可能 の占める割合

69.2%

55.1%

46.0%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

20人未満

20～50人未満

50～100人未満

100人以上

外来患者数（一日当たり）

68.2%

53.2%

39.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

5人未満

5～10人未満

10人以上

従業員数

●規模（従業員数・外来患者数）が小さいほど、不可能な診療所が多い

電子カルテ導入不可能 の占める割合

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査 31

調査結果：電子カルテを導入できない理由①

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査

1112

1406

738

1406

1044

1301

228

588

557

136

52

220

0 500 1000 1500

ITに不慣れであり、電子カルテを操作できない

電子カルテの操作に時間がかかり、診察が十分できなくなる

電子カルテの操作を手伝える職員を確保できない

導入の費用が高額であり、負担できない

維持費や更新費用が高額であり、負担できない

導入しても数年しか電子カルテを使用する見込みがない

電子カルテを設置する場所がない等、設置が困難である

サイバーセキュリティや個人情報漏洩のリスクに対処できない

システム障害、停電、災害時等による業務停滞に対処できない

電子カルテに関する情報が少なく、よくわからない

電子カルテを適正に導入できる業者がわからない

その他

導入できない理由（３つまで選択）

32

31

32
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調査結果：電子カルテを導入できない理由②

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査

1112

1406

738

1301

0 500 1000 1500

ITに不慣れであり、電子カルテを操作できない

電子カルテの操作に時間がかかり、診察が十分できなくなる

電子カルテの操作を手伝える職員を確保できない

導入しても数年しか電子カルテを使用する見込みがない

導入できない理由 そもそも対応できないという理由
であり、解決困難

↓
電子化を強要すれば、
診療が継続できなくなる

↓
確実に地域医療の崩壊につなが
る

↓
電子カルテ導入は義務化すべき
ではない

33

調査結果：電子カルテを導入できない理由③

日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査

1406

1044

588

557

0 500 1000 1500

導入の費用が高額であり、負担できない

維持費や更新費用が高額であり、負担できない

サイバーセキュリティや個人情報漏洩のリスクに対処できない

システム障害、停電、災害時等による業務停滞に対処できない

導入できない理由 導入・維持の費用が高額、

リスクやトラブルに対処できない
という理由も多い

↓

希望する診療所が無理なく導入・
維持が可能な環境を整える必要
あり

↓

十分な財政支援や安全で利用し
やすい標準型電子カルテの提供
が必要

34

33

34
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日本医師会 紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査

導入可能と回答した医療機関 導入時期

53.5%

28.3%

8.8%

3.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

電子カルテの機能、費用、手間等が

具体的にわかってから時期を決める

国が開発する標準型電子カルテが

使用可能になってから

2025（令和7）年度

2026（令和8）年度

2027（令和9）年度以降

①

②

35

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 36

電子カルテに関する日本医師会の考え(1)

医療DXについては、地域医療を守るため「すべての医師が、現状のままでも医

療が継続できる」ことが大前提である。

電子カルテを導入不可能な医療機関も存在することを踏まえ、地域医療を崩壊

させないため、オンライン資格確認以外の医療DX施策（電子処方箋や電子カル

テ、電子カルテ情報共有サービス）の導入は義務化すべきでない。

一方で、医療DX推進のために、電子化を希望する医療機関が、できるだけ導入

や維持がしやすい環境を整備することが必要である。紙カルテのままでも導入

できる「医療情報を電子的に共有できる仕組み」の提供も極めて有用。

標準型電子カルテα版→医療情報共有アプリ（仮称）→標準型電子カルテ（導入版）

35

36
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 37

電子カルテに関する日本医師会の考え(2)

病院は標準型電子カルテ提供の対象外のため、標準仕様に準拠したメーカ製電

子カルテを導入する必要があるが、現在普及率が低い中小規模の病院にとって

は、費用と労力の負担が大きすぎて特に導入が困難。

極めて厳しい財政状況にある医療機関が医療DXを導入・維持していくためには、

国による環境整備と継続的かつ十分な財政支援が必要不可欠である。

多少緩やかであっても、今後世代交代などにより医療DXの普及は着実に

100％に近づいていくことは間違いないので、工程表ありきで拙速に進めるこ

とがあってはならない。

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 38

2022年2月10日社会保障制度調査会・デジタル社会推進本部健康・医療情報システム推進合同PT

37

38
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病院の情報システムに関する現状・課題、目指すべき姿

少子高齢化の進展等により、医療費増加と担い手不足が課題となる中で、
より質が高く効率的な医療提供体制を構築していく必要がある。そのため
には、医療DXを進め、医療情報の共有と利活用を推進することが必要。
一方、コロナ禍以降、病院経営は厳しい状況にあり、特に昨今、病院の
情報システム（電子カルテ、レセコン、部門システム等）関連経費が増加
し、病院経営を圧迫している。

これまで、病院では主にオンプレ型システムを採用。インフラ（サーバー
等）やデータベース、アプリケーションを病院ごとに独自にカスタマイズ
した上に、大規模なシステム更改が必要になるため、昨今の物価・人件費
上昇の中でシステム関連費用の高騰につながっている。
※病院・ベンダーにおけるシステム人材確保も困難になってきている。

また、電子処方箋等の医療DXの各取組を進めていく上でも、オンプレ型で
は、医療機関毎にシステム改修が発生するとともに、生成AI等の最新技術
やサービスを活用する上でも、オンプレ型では一定の制約がある。

さらに、オンプレ型システムでは、院内のサーバーのセキュリティ対応や
多数の部門システムの外部接続点の確認等に関する病院側負担が大きく、
セキュリティ面の脆弱性が解消できていない。

情報セキュリティ対策を向上させながら、病院の情報システム費用の低減・上昇抑制を図り、経営資源を医療提供に
振り向けられる体制を整備する。

情報通信技術の進歩を踏まえ、将来的に、各病院が生成AI等の最新技術やサービスを活用しやすくすることで、医療
従事者の負担を軽減しながら、より安全で質の高い医療を実現できるようにする。

目指す姿

現状・課題

院内環境
医療機関・薬局 電子カルテサーバ等

院内ネットワーク

【オンプレ型システムのイメージ】

インフラ（サーバ等）、ミドルウェア（データベー
ス等）、アプリケーションを病院ごとに構築

システム構成

Ａ病院
アプリケーション

(パッケージが主流)

ミドルウェア
（データベース等）

インフラ
(サーバ,空調設備等)

B病院

アプリケーション

ミドルウェア

インフラ

C病院

アプリケーション

ミドルウェア

インフラ

電子カルテ端末等

39

第６回「医療DX令和ビジョン2030」
厚生労働省推進チーム（令和７年１月22日）

＜現状・課題＞

・病院の情報システム関連経費が増加し、経営を圧迫

・病院では主にオンプレ型システムを採用

・病院ごとに独自にカスタマイズし、大規模なシステム更改が必要

で、費用の高騰につながっている

・オンプレ型では、医療機関毎にシステム改修が発生し、最新技術

を活用するにも、一定の制約がある

・オンプレ型では、セキュリティ面の脆弱性が解消できていない

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 40

39

40
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 現在、開発中の医科無床診療所向けの標準型電子カルテ（クラウドネイティブ）の中で、
 国の医療DX対応機能に限定した「導入版」を開発中です。
 2026年度中の完成を目指しています。

標準型電子カルテ（導入版）のコンセプト

 医療DX対応を中心とした画面構成で、クリック操作を主とする感覚的に使いやすいシンプルな画面設計です。

紙カルテや現行の電子カルテの業務はそのままに、国の医療DXに対応できるようになります: 

電子カルテ情報共有サービスを利用する病院や診療所からの「診療情報提供書」や「検査データ」を本アプ
リから閲覧可能になります。 ※

本アプリに情報を入力すれば、「診療情報提供書」を病院や診療所に送付することや、電子処方箋の発行が
可能になります。

アプリと外注の検査機関を連携することで、自院の「検査データ」を国の電子カルテ情報共有サービスに簡
単に登録できます。

電子カルテ情報
共有サービス

電子処方箋

導入版で閲覧、登録

✓検査結果は手入力することなく、
共有サービスに登録完了

診療録は紙カルテ
に記載

マイナ
ポータル

外注検査システム

検査結果(電子)

厚生労働省・デジタル庁
共同プロジェクト

標準型電子カルテ（導入版）完成後、地域の医科診療所の電子カルテ等のシステム提供事業者と連携し、医科診

療所における一体的な普及を推進する。 41

厚生労働省
2026年
5月時点の資料

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 42厚生労働省 第3回標準型電子カルテ検討ワーキンググループ https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001390330.pdf

41

42
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② 標準仕様に即した
民間の電子カルテの導入

③ 更改時に標準仕様に即した
民間の電子カルテへ移行

クラウドネイティブ型の電子カルテの普及

43

診療所

電子カルテ
（ オ ンプレミス 型 ）

紙カルテ

診療所にとって維持しやすく、全国的に医療情報の連携が可能な
電子カルテの普及を進めています

政府は、医療機関とって維持しやすく、全国的な医療情報の連携が可能なクラウドネイティブ型の
電子カルテの普及を目指しています。2026年夏までに、電子カルテの普及計画を策定します。

① 標準型電子カルテの導入
※ 国で開発している医療DXに対応した導入版の電子カルテ

②標準仕様に準拠した民間の電子カルテの
導入

③更改時に標準仕様に準拠した民間の電子
カルテへ移行

クラウドネイティブ型の製品の拡充（今後）

44

大規模病院

中小規模病院
（ 床未満）

紙カルテ

電子カルテ
（ オ ン プ レ ミ ス 型 ）

電子カルテ
（ オ ン プ レ ミ ス 型 ）

病院にとって維持しやすく、全国的に医療情報の連携が可能な
電子カルテの普及を進めています

政府は、医療機関とって維持しやすく、全国的な医療情報の連携が可能なクラウドネイティブ型の
電子カルテの普及を目指しています。2026年夏までに、電子カルテの普及計画を策定します。

43

44
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＜主な項目＞

１ 電子カルテ情報共有サービス対応

電子処方箋対応

２ クラウドネイティブなシステム

３ データ移行の互換性

（従来の）電子カルテ

標準仕様書準拠

医療機関・薬局等と情報連携
システムを共同利用し費用を低減
セキュリティ対策の負担軽減
システム移行の費用を低減

45

電子カルテの標準仕様を公表し、標準仕様に準拠した製品を認証する予定です

今後、認証された電子カルテの普及を進めていきます

認証された電子カルテ

病院向けカルテの標準仕様作成の協議会を組成
（開発ベンダー候補と協働した仕様作成プロセス）

• 標準仕様に対応したシステムの開発・改修に意欲がある電子カルテベンダー・部門ベンダーを募り、標準仕様
策定事業者及び厚労省・デジタル庁の検討に対して、御意見をいただく場として「協議会」を組成。

• 分科会（課題協議会議）は、標準仕様策定に向けての個別課題を中心とした課題協議の場として開催。

デジタル庁

課題解決のための協議進捗共有等課題収集・情報提供

厚生労働省

協議会

事業者協議用コミュニケションツール（Teams）

全体会議

分科会A
主機能要件検討

分科会B
部門システム連携検討

分科会C
業務効率化群連携検討

• 電子カルテ事業者 
• 電子カルテ本体の主な機能

要件/非機能要件を検討

• 部門システム事業者 
• 電子カルテとの連携部分の

仕様を検討

• 業務効率化サービス事業者 
• 汎用的なAPI仕様を検討

情報提供・進捗共有等を実施

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10 日（水）） 資料2
一部改変

46

45
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 47

（注）クラウドネイティブ：クラウドの特性・メリットを最大限に活用するために、クラウド上で動作することを前提として設計・開発されたシステム。特に、ここでは、電子カルテの中でも「マイクロサービス(アプリケーション最小化)」、「スケーラビリティ
(拡張性)」、「マルチテナント型(同一のサービスを複数のユーザーで共同利用する)」等のようなモダンな技術や設計思想を取り入れて構築された製品を指す。

診療所
（約10.5万施設）

病院
（８千施設）

診療所向け電子カルテ
の標準仕様の策定

（R7年度中）

標準型電子カルテの
開発（R8年度完成）

病院向け電子カルテ
の標準仕様、部門シス
テムとの連携仕様の
策定（R7年度中）

↓
民間ベンダーによる
標準仕様に即した
電子カルテの開発
（R8年度～）

↓
小規模病院等から
から段階的普及

未導入の
診療所

オンプレの
診療所

中小規模
の病院

（200床未満）
未導入

オンプレ

大規模な
病院 標準仕様に即した製品の拡充

大規模な病院への段階的な拡大

・約45％が電子
カルテ未導入

・ここ数年で、
クラウドネイ
ティブの電子
カルテベンダ
ーのシェアが
拡大している

・200床未満の
病院の約40％
が電子カルテ
未導入

・小規模病院を
中心に、クラ
ウドネイティブ
の電子カルテが
普及し始めて
いる

約4.7万

約３千

電子カルテシステムの普及に向けた取組の全体像

●「遅くとも2030年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を
目指す」（2023.6.2 医療ＤＸ推進本部、医療 DX の推進に関する工程表）。

● カスタマイズされたオンプレ型電子カルテから、クラウドネイティブ・廉価なものに移行を図る方針。（注）

● 2026年夏までに、電子カルテ／電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画を策定する予定。

約4.7万

約２千

標準仕様に即した低価格のクラウド
型電子カルテの普及促進

※標準仕様では電子カルテ共有サービス
等の対応を要件とする予定。

標準型電子カルテ(導入版)の普及

クラウドネイティブ
電カルの診療所

約１万

注）現状、病院向けにクラウド型電子
カルテを提供しているベンダーが
限られている。

標準仕様に即した低価格のクラウド
型電子カルテの普及促進

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10 日（水）） 資料2
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電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及について

2028年度
（R10 ）～

2027年度(R9)2026年度(R8)2025年度(R7)

1-310-127-94-61-310-127-94-6

オンプレミス
型

（～約4.7万）
電子カル
テ導入済

（57,662）

൧
௜
ਚ

クラウド型
（約1万～）

電子カルテ未導入
（47,232）

電子カルテ導入済
（4,638）

୰
੹

電子カルテ未導入

クラウド・ネイティブ型

厚労省・デジタル庁の取組新たなシステムの導入・開発・普及

標準仕様（医科診療所）策定
▽標準仕様1.0版

開発準備・開発 普及
開発準備・開発 普及

▽骨子

標準型電子カルテの開発・改良 普及

モデル事業
改善事項の取り込み ▽完成

標準仕様（基本要件）策定
開発準備・開発（R８年度以降）

標準仕様詳細化

次期システム更改時に、システム改修（電子カルテ共有／電子処方箋対応）

医療情報化支援基金による補助

順次、電子カルテ共有／電子処方箋対応へのアップデート 標準仕様に準拠したクラウド型
システムに移行

現行のオンプレ型システムのまま 次回システム更改時に、標準
仕様に準拠したクラウド型シ
ステムに移行

クラウド・
ネイティブ
型システム

現行システムの改修等

クラウド・
ネイティブ
型システム

第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚生労働省推進チーム（R7.7.1）

電カル・共有サービス
普及計画の策定
(2026夏)

49

50

普及率 2030年までに電子カルテ普及100％を目指す

○遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するため

の電子カルテの導入を目指す

医療DXの推進に関する工程表 令和5年6月

地域医療介護総合確保法の改正（令和7年21月成立） 第十二条の三第4項（要約）

○政府は、令和十二年末までに、電子カルテの普及率（電子診療録等情報その他の心身の状況に

関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療

機関に対する割合をいう。）が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コン

ピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務にお

ける情報の電子化を実現しなければならない。

49

50
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 51

電子カルテ 日本医師会の主張 再掲

医療DXについては、地域医療を守るため「すべての医師が、現状のままでも

医療が継続できる」ことが大前提である。

電子カルテを導入不可能な医療機関も存在することを踏まえ、地域医療を崩

壊させないため、オンライン資格確認以外の医療DX施策（電子処方箋や電子

カルテ、電子カルテ情報共有サービス）の導入は義務化すべきでない。

一方で、医療DX推進のために、電子化を希望する医療機関が、できるだけ導

入や維持がしやすい環境を整備することが必要である。紙カルテのままでも

導入できる「医療情報を電子的に共有できる仕組み」の提供も極めて有用。

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 52

電子カルテ情報共有サービス

51

52
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 53

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 54

53

54
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モデル事業の進捗報告

○ 臨床情報（６情報）と文書情報（３文書）について、臨床情報と文書情報では検証項
目が異なるため、令和７年２月のモデル事業開始後、臨床情報の登録から検証を開始
したところ。

○ 医療機関や電子カルテによって違いはあるものの、臨床情報の登録に当たって課題が
複数発生しており、その原因特定、解決が必要な状況。

（注）令和７年夏頃をピークに、登録に関する課題は減少傾向にある。

○ 今後、情報を登録する医療機関と閲覧する医療機関の両者の改修を行った地域から、
閲覧の検証も開始予定。登録、閲覧双方について課題の把握・解消を図るとともに、
医療現場の運用フローの検証も必要となる見込み。

○ 文書情報についても、今後臨床情報の検証と並行して検証準備ができた地域から実証
を行う予定で準備を進めている。

現状と主な課題

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10 日（水）） 資料1

55

今後のスケジュール（案）

○ 技術解説書の改訂、モデル医療機関における電子カルテの改修、整理事項に関する技術作業班での検討等を踏ま
え、今後以下のスケジュールで進めることとしてはどうか。（令和８年度の冬頃をメドに全国で利用可能な状態に
すること（運用開始）を目指す。）

○ 技術作業班等で追加の検討が必要な情報については、引き続き検討を進め、技術解説書や利用指針（仮）に反映
させる等適切な対応を進める。

令和８年度令和７年度

32112111098765432112

国・支払
基金

新たなモ
デル医療

機関

技術解説書2.0.0版 技術解説書3.0版（仮）

（改修を必要とする検証事項）
技術解説書2.0.0版に伴う電子カルテ改修

検証

（改修が不要な検証事項）
情報閲覧、文書情報のやりとりなど

技術作業班
電子カルテ情報共有サービス

要件定義・技術解説書改版作業

電子カルテ情報共有
サービス改修 全国的な運用開始

（令和８年度冬頃）

医療従事者向け利用指針（仮）作成 利用指針公表（仮）
（準備ができ次第）

今後のスケジュール（案）

第27回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月24日） 資料１

56
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 57

日本医師会の医療ＤＸに対する個別項目への見解

電子カルテ情報共有サービスについて

電子カルテ情報共有サービスは単独で実施するものではなく、データの標準化、標準
型電子カルテ、電子処方箋、共通算定モジュール、標準型レセコンと一体的に行われる
必要がある。

地域医療情報連携ネットワークは、全国に300ほど存在しており、その中では、画像
など豊富な情報の連携もできている。それらが電子カルテ情報共有ネットワークにつ
なげられるようになれば、大変有効なものになる。地連とどのように連携して活用で
きるかがカギになる。（全国PF：新幹線、地連NW：ローカル線）

今は、実証実験等の現状の評価を行い、基本方針をしっかり定めるべきである。先
走って次の機能や細かい検討をするべきではなく、基本方針を定めた後に、検討すべ
きである。

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 58

オンライン資格確認

57

58
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 59

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

●保険医療機関・薬局 221,552施設の 96.1%

（紙レセプト請求が認められている施設 5126施設）

●義務化対象施設 216,426施設の 97.7%

（経過措置適用 1322施設）

オンライン資格確認システム

マイナ保険証利用率

６５．５０％

2026/3時点

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 60
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 61

日本医師会の医療ＤＸに対する個別項目への見解

オンライン資格確認

全国の医療機関の協力により、ほぼすべての医療機関に、

短期間で、オンライン資格確認が導入され、全国をつなぐ

ネットワークが構築された（全国津々浦々をつなぐ線路と

駅が整備された）。

これは、世界に誇るべき成果である。

62
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 63

出典：第７回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム2025.7.1
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 64
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これからの医療機関・薬局の受診方法（マイナ保険証と資格確認書）

今後は、医療機関・薬局を受診する際は、

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を持っていない方

マイナ保険証

資格確認書
※従来の健康保険証と同様に利用可能
※マイナ保険証未保有者には申請によらず交付

を利用いただくのが基本となります。

マイナ保険証（カード/スマホ） 資格確認書

令和７年12月１日に被用者保険の加入者 約7,700万人の保険証の有効期限が切れ、

発行済みの保険証が全て有効期限の満了を迎えました。

65

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 66
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KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 67

次期顔認証付きカードリーダー

次期顔認証付き
カードリーダー
の特徴

本体でスマホ読
取対応

テンキーによる
入力が可能（オ
プション含む）

内蔵スピーカー
での音声案内

KIMIYUKI NAGASHIMA，MD EXECUTIVE BOARD 
MEMBER JMA 68

令和８年度診療報酬改定における医療DX

67

68
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３．包括期・慢性期入院医療の見直し

８．重点的な対応が求められる各分野での対応（救急、小児・周産期、精神医療、ＤＸ・オンライン診療など）

急性期・高度急性期の医療機関機能に応じた評価の見直し
• 急性期病院一般入院基本料の新設、特定機能病院入院基本料の見直し
• 急性期総合体制加算の新設（既存評価を改組し、総合性と手術等の集積性
を持つ病院を評価）

• 特定集中治療室管理料等の見直し（救急搬送や全身麻酔を実績要件化）

多職種が病棟で協働する体制の評価

ＩＣＴ等の活用による業務効率化・負担軽減
• 見守りや記録等でＩＣＴを組織的に活用した際の看護配置基準の柔軟化
• 生成ＡＩ等を組織的に活用した際の医師事務作業補助体制加算の柔軟化

やむを得ない事情で看護要員が不足する場合の取扱いの柔軟化

２．急性期・高度急性期入院医療の見直し

賃上げに向けた評価
• 令和８・９年度での各3.2％（看護補助者等は5.7%）の賃上げに向けたベースアップ評価料の見直し（点数の見直し、夜勤手当への充当を可能にする）

物価動向への対応
• 令和８・９年度の物価上昇に対応する「物価対応料」の創設、入院時の食費・光熱水費基準額の引上げ 等

令和８年度医科診療報酬改定の主なポイント

精神医療（続き）
• 急性期病院精神病棟入院料の新設（地域ごとの急性期の病院機能を確保する観
点から、病院の機能に着目し、体制整備も含めた入院料を新設する。）

• 精神科地域密着多機能体制加算の新設（小規模医療機関等で外来医療や障害福
祉サービスを一体的に提供する取組を評価）

医療ＤＸ・オンライン診療の評価の見直し
• 電子的診療情報連携体制整備加算の新設（医療ＤＸに係る評価を改組）
• D to P with N での訪問看護の同時実施可、別途訪問時の評価を新設

人口少数地域で医療提供機能を確保するための評価の新設
• 医療提供機能連携確保加算の新設（人口少数地域での外来・在宅医療の確保
の支援や、緊急入院の受入体制がある病院を評価）

診療科偏在対策の推進
• 地域医療体制確保加算２の新設（若手医師が減少し、体制確保が必要な診療
科の医師を対象として、勤務環境や処遇を改善する取組を評価）

• 外科医療確保特別加算の新設（長時間高難度手術の実施体制を整備し、外科
医の勤務環境や処遇を改善しつつ手術を行う場合を評価）

救急医療
• 救急外来医療の24時間提供体制の評価の拡充（救急外来医学管理料の新設）
• 救急患者連携搬送料について、民間救急等を活用した転院搬送や下り搬送の
受入側を評価

小児・周産期医療
• 妊産婦にとって安心できる療養環境の確保と妊娠・産後のケアを一貫して行
う体制の評価（産科管理加算）

• 小児科以外で成人移行医療を実施の際に難病外来指導管理料を算定可

４．業務効率化・負担軽減等に向けた取組み

５．人口の少ない地域・医師偏在対策

１．賃上げや物価への対応

外来の機能分化の推進
• 特定機能病院等の外来診療料等の減算に係る逆紹介割合の基準の見直し
• 特定機能病院等からの紹介患者の初診に関する加算の新設

外来に係る評価の見直し
• 生活習慣病管理料の包括範囲や地域包括診療加算等の対象患者の見直し
• 時間外対応加算の引上げ、名称変更

６．外来医療の機能分化・強化等

在宅医療に関する評価の見直し
• 地域で在宅医療における積極的役割を担う医療機関の更なる評価

訪問看護に関する評価の見直し
• 同一建物に居住する利用者の人数等に応じたきめ細かな評価への見直し
• 地域と連携した精神科訪問看護体制を評価

７．質の高い在宅医療・訪問看護の推進

「治し、支える医療」の実現に向けた各評価の見直し
• 地域包括医療病棟の見直し（高齢者特性に配慮した要件見直しなど）
• 回復期リハビリテーション病棟の見直し（実績指数要件の対象拡大など）
• 療養病棟入院基本料の医療区分要件の見直し

質の高い包括期入院医療の評価
• 生活に配慮した支援を強化するための入退院支援加算１の引上げ
• 身体的拘束の最小化を組織的に行う際の評価の新設

69

医療DX・オンライン診療に係る全体像

令和８年度診療報酬改定

医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体
制の評価

（新）電子的診療情報連携体制整備加算
初診時１/２/３ 15点/９点/４点
再診時 ２点
入院時１/２ 160点/80点

（新）電子的歯科診療情報連携体制整備加算
初診時１/２ ９点/４点
再診時 ２点

（新）電子的調剤情報連携体制整備加算 ８点

電子処方箋システムによる重複投薬等チェックや
救急時医療情報閲覧機能の利活用の推進

（新）救急時医療情報取得加算 50点
（新）遠隔電子処方箋活用加算 10点

医療DX関連施策の進捗等を踏まえ、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算を廃止し、マイナ保険証の利用、
電子処方箋、電子カルテ共有サービス、サイバーセキュリティ対策等に係る新たな評価を新設する。

オンライン診療について、各種形態のオンライン診療を適正に推進する観点から、情報通信機器を用いた診療の施
設基準の見直し、D to P with Nによるオンラインの評価の明確化、遠隔連携診療料の評価の拡大、情報通信機器
を用いた医学管理等の評価の新設・見直しを行う。

医療DXに係る評価 オンライン診療に係る評価

情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し
• チェックリストのウェブサイトへの掲示
• 医療広告安全ガイドラインの遵守

D to P with Nのオンライン診療の評価の明確化
（新）訪問看護遠隔診療補助料（１日につき）

医師と同一の医療機関の看護師等 265点
訪問看護ステーションの看護師等 2,650円

（新）看護師等遠隔診療検査実施料・看護師等遠隔診療処置実施料
１種類/２種類以上 100点/150点

（新）看護師等遠隔診療注射実施料 100点

遠隔連携診療料の評価の拡大（D to P with D）

遠隔連携診療料
外来診療/訪問診療/入院診療 900点/900点/900点

情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設・
明確化

（新設） 在宅療養指導料、プログラム医療機器等指導管理料
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

（明確化）外来栄養食事指導料 70
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現行

【医療DX推進体制整備加算】

初診時（月に１回） （医科）（歯科）（調剤）
・医療DX推進体制整備加算１ 12点 11点 10点

・医療DX推進体制整備加算２ 11点 10点 ８点

・医療DX推進体制整備加算３ 10点 ８点 ６点

・医療DX推進体制整備加算４ 10点 ９点

・医療DX推進体制整備加算５ ９点 ８点

・医療DX推進体制整備加算６ ８点 ６点

※ 医科・歯科は初診料、調剤は調剤基本料

【医療情報取得加算】

初診時

・医療情報取得加算 １点

再診時（３月に１回に限り算定）

・医療情報取得加算 １点

調剤時（12月に１回に限り算定）

・医療情報取得加算 １点

改定後

【電子的診療情報連携体制整備加算】

初診時（月に１回）

・電子的診療情報連携体制整備加算１／２／３

15点／９点／４点

再診時（月に１回）

・電子的診療情報連携体制整備加算 ２点

【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】

初診時（月に１回）

・電子的歯科診療情報連携体制整備加算１／２ ９点／４点

再診時は医科と同様

【電子的調剤情報連携体制整備加算】

調剤基本料（月に１回）

・電子的調剤情報連携体制整備加算 ８点

電子的診療情報連携体制整備加算の新設①

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①

電子的診療情報連携体制整備加算の新設①

医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる

関連サービスの活用による質の高い医療の提供を評価する観点から、医療情報取得加算及び

医療DX推進体制整備加算の評価を見直す。

使ってみよう！

マイナ保険証
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疑義解釈資料の送付について（その６）
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疑義解釈資料の送付について（その６）
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疑義解釈資料の送付について（その７）
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87

｢オンライン診療の適切な実施に関する指針｣及び情報通信機器を用いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用
いた診療の施設基準に、チェックリストのウェブサイト等への掲示及び医療広告ガイドラインの遵守等を追加す
るとともに、向精神薬の処方実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療に当たって、向精神薬を処方する場合に
は、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックを行うことを要件とする。

現行

【情報通信機器を用いた診療】
［施設基準］
１ 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な

体制が整備されているものとして、以下のア～ウ
を満たすこと。

ア～ウ （略）
エ 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向
精神薬を処方しないことを当該保険医療機関の
ウェブサイト等に掲示していること。

（新設）
（新設）
（新設）

改定後

【情報通信機器を用いた診療】
［施設基準］
１ 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備

されているものとして、以下のア～カを満たすこと。
ア～ウ （略）
エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示し
ていること。
(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の

処方は行わないこと
(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライ

ン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト
オ 医療広告ガイドラインを遵守していること。また、当該保
険医療機関のウェブサイトを作成する際には、「医療広告規
制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。

カ 向精神薬を処方するに当たり、電子処方箋管理サービスの
重複投薬等チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋
を導入していない場合には、令和10年５月31日までの間に
限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子
的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬
剤情報を確認することとしても差し支えない。

オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進－①

情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し
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D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。

現行

【遠隔連携診療料】
１ 診断を目的とする場合 750点
２ その他の場合 500点

注１ １については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、患者の同意を得て、当該施
設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険医療機関の医師
に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場
合に、当該診断の確定までの間に３月に１回に
限り算定する。

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
治療を行うことを目的として、患者の同意を得
て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、
当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、
当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を
行った場合に、３月に１回に限り算定する。

改定後

【遠隔連携診療料】
１ 外来診療の場合 900点
２ 訪問診療の場合 900点
３ 入院診療の場合 900点

注１ １については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生
労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、
患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関
する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医
療機関の医師と連携して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者
の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行って
いる他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

３ ３については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治
療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定め
る患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診
療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該
他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、３月に１回に限り算
定する。

遠隔連携診療料の評価の拡大①

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進－③

遠隔連携診療料の見直し①

89

D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患
を見直すとともに、入院及び訪問診療における活用について、新たな評価を行う。

遠隔連携診療料の評価の拡大②

令和８年度診療報酬改定 Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進－③

遠隔連携診療料の見直し②

遠隔診療を行う保険医療機関対象患者

難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院• 指定難病の患者※１

外来診療
の場合

てんかん診療拠点機関• てんかんの患者※１※２

特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院• 希少がんの患者※１

特定機能病院又は小児入院医療管理料１を届け出た保険医療機関• 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者※１

• 医療的ケア児（者）

対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関• 悪性腫瘍の患者（治療中のものに限る）
• 膠原病の患者（治療中のものに限る）
• 慢性維持透析の患者

対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関• 標榜していない診療科であって、その診療科
の医師でなければ困難な診療を要する者訪問診療

の場合 • 医療的ケア児（者）

外来緩和ケア管理料を届け出た保険医療機関• 外来緩和ケア管理料の対象患者

難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院• 指定難病の患者

入院診療
の場合

特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点病院• 希少がんの患者
• 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者

として登録された患者

特定機能病院又は小児入院医療管理料１を届け出た保険医療機関• 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者

対面診療を行う保険医療機関と同一都道府県内の保険医療機関• 標榜していない診療科であって、その診療科
の医師でなければ困難な診療を要する者

注）青字の対象患者については、当該保険医療機関が人口の少ない地域に所在する場合に限る。
※１ 診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。
※２ 外傷性のてんかん（診断を目的とした場合に限る。）及び知的障害を有する者に係るものを含む。 90
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ICT機器等の活用により看護業務を軽減したうえで、適切に患者の看護を行うことができる体制がある場合に、病棟の看護職員・看護補
助者の数等について１割以内の範囲の減少である場合は、入院基本料等の基準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
看護業務において、ICT機器等を活用することで業務の更なる効率化や負担軽減を推進する観点から、①見守り、②記録、③医療従事者
間の情報共有に関して業務効率化に有用なICT機器等を組織的に活用した場合に、入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化
する。

［算定要件（概要）］
• 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟の入院料については、１日に看護を行う

看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数に関する規定並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率に関する規定を満たさない場合であっても、入院料
の所定点数を算定する。

［施設基準（概要）］
• 看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のICT、AI、IoTの機器等（以下「ICT機器等」という。）を全て導入しており、

当該病棟の看護職員等が広く使用していること。

• ICT機器等を導入した病棟の看護要員（常勤職員に限る。）の１人１月当たりの超過勤務時間の状況について、平均10時間以下であるとともに、非常勤職
員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。

• ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業時間及び業務負担等について、年１回程度、定量的又
は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体に
おいて確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。

• 厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること。
• １日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、基本診療料の施設基準等の第五、

第九及び第十に規定する基準に対し、１割以内の減少であること。

[対象となる入院料を算定する病棟] 急性期一般入院料１～６、急性期病院一般入院料ＡB 、７対１入院基本料、10対１入院基本料、地域包括医療病棟入院料１・２、小児入院医療管理料１～４
特殊疾患病棟入院料１・２、緩和ケア病棟入院料１・２

ICT等の活用による看護業務効率化の推進
令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－①

ICT等の活用による看護業務の更なる効率化や負担軽減を推進

医療従事者間の情報共有記録見守り
• 業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、

病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報
を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間で
の情報共有を効率的に実施できる機器

• 音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの
自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化
に大きく資する機器

• 病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設
置されたセンサー等の機器

• 看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の
状況等を総合的かつ効率的に把握できる

（例）見守りカメラ、スマートグラス （例）スマートフォン、音声入力システム （例）インターコミュニケーションシステム （例）モバイル端末のチャット機能

91

ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置
基準を柔軟化する。

【医師事務作業補助体制加算】
［施設基準］
○「ア（①のみ）」＋ 「イ～エの全て」に該当する場合には、医師事務作業補助者１人を1.2人として配置人数に算入できる。
○「ア（①は必須 ＋ ②③④のうち少なくとも1種類以上を広く活用）」＋「イ～エの全て」に該当する場合は、１人を1.3人として配置人数に算入できる。

ア 医師の事務作業に関して、①を含むものを組織的に導入し、医師・医師事務作業補助者が日常的に活用することで、業務効率化が図られていること。
① 生成AIを活用した医療文書等の文書作成補助システム
② 医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム（汎用音声入力機能を除く。）
③ 医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）
④ 入退院時の説明、検査・処置等に関する10種類以上の患者向け説明動画

イ アの①から④までのうち、電子カルテ等と連動して医療情報を取り扱うものについては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等（い
わゆる３省２ガイドライン）に準拠していること。

ウ アの①から④までのうち、AI技術を用いる製品・サービスについては、「AI事業者ガイドライン」が遵守されていること。
エ アの①から④までのうち、導入・活用しているとして届け出たものについて、全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に

関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。

○上記算入方法により新たに届け出る場合には、直近３月以上の期間、当該算入方法を用いずに、当該配置区分以上の配置区分を引き続き算定していること。
○上記算入方法により届け出る保険医療機関は、医師事務・医師の事務作業時間・負担感等について年１回程度評価・確認し、適宜、適切な対策を講じること。

医師事務作業補助体制加算の見直し

令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－②

ICT機器を活用した場合の配置人数の算入方法

改定後

医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化する。

［施設基準］
○医師事務作業補助者の業務は、医師（歯科医師を含む。）の指示の下に、
診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補
助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パ
スへの代行入力、患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録・画像検査
結果等の整理、医療の質の向上に資する事務作業（診療に関するデータ整理、
院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのた
めの準備作業等）、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上
の業務（救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る
入力等）への対応に限定するものであること。

医師事務業務の明確化

改定後現行
［施設基準］
○医師事務作業補助者の業務は、医師（歯科医師を含む。）の指示の下に、
診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する
事務作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や
研修・カンファレンスのための準備作業等）、入院時の案内等の病棟におけ
る患者対応業務及び行政上の業務（救急医療情報システムへの入力、感染症
サーベイランス事業に係る入力等）への対応に限定するものであること。
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日本医師会の取り組み
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医療ＤＸに係る日本医師会の関連事業

■日本医師会ＯＲＣＡ管理機構株式会社（ＯＲＣＡＭＯ）

• 日医標準レセプトソフトの開発・提供

レセコン業界シェア第2位（19,000を超えるユーザー）、51社の電子カルテと連携

■医師資格証（ＨＰＫＩカード）の発行

■一般財団法人日本医師会医療情報管理機構（Ｊ－ＭＩＭＯ）

• 次世代医療基盤法に基づくビッグデータ匿名加工事業者

■日本医師会ＡＩホスピタル推進センター（ＪＭＡＣ－ＡＩ）

■日本医師会サイバーセキュリティ支援制度

■日本医師会ペイシェントハラスメント・ネット上の悪質な書込み相談窓口
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日本医師会サイバーセキュリティ支援制度の紹介

(1)日本医師会サイバーセキュリティ対応相談窓口（緊急相談窓口）

(2)セキュリティ対策強化に向けた無料サイト（Tokio Cyber Port）の活用

(3)日本医師会サイバー攻撃一時支援金・個人情報漏えい一時支援金制度

(4)医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストの実践ガイドおよびセミナー動画

(5)日本医師会セキュリティガイドライン相談窓口

(6) 「医療情報システムの契約における当事者間の役割分担等に関する確認表」に関する解説動画

本制度の詳細についてはこちらをご覧ください。（メンバーズルーム内）

https://www.med.or.jp/japanese/members/info/cyber_shien.html

日本医師会では、近年サイバー攻撃による被害が増加し、今後もその傾向が続くと見込まれている事態を深刻に受け止め、

日本医師会のA①会員（病院・診療所の開設者、管理者）を対象とした「日本医師会サイバーセキュリティ支援制度」を

2022/6/1に運用開始。

本制度では、日本医師会の全てのA①会員が新たな費用負担をすることなく、以下の支援を行う。ただし、いわゆる「サイ

バーリスク保険」ではなく、サイバー攻撃により発生した損害賠償責任や費用損害に関する補償等を行うものでない。
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厚労省「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」への対応

「令和7年度版 医療機関におけるサイバーセ

キュリティ対策チェックリスト」に対応

●チェックリストの実践ガイド

医療機関が厚労省チェックリストへ取り組む際に、内容

をわかりやすく解説した冊子を作成。日医メンバーズ

ルーム「日本医師会サイバーセキュリティ支援制度」から

PDFでダウンロード可能。

●日本医師会セキュリティガイドライン相談窓口

チェックリストに関する疑問を相談できる窓口を設置。

TEL：0120-339-199

運営時間：平日9時～18時

（土日、祝日、年末年始は休業） 日本医師会サイバーセキュリティ支援制度（メンバーズルーム内）

https://www.med.or.jp/japanese/members/info/cyber_shien.html
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ご清聴ありがとうございました。
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